
消
費
生
活
協
同
組
合
に
お
け
る
共
済
計
理
人
の
確
認
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

新
旧
対
照
条
文

○

消
費
生
活
協
同
組
合
に
お
け
る
共
済
計
理
人
の
確
認
の
基
準
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
四
十
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
事
業
継
続
基
準
の
確
認
）

（
事
業
継
続
基
準
の
確
認
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
将
来
の
時
点
に
お
け
る
資
産
の
額
と
し
て
合
理
的
な
予
測
に
基
づ
き
算
出

３

前
項
の
将
来
の
時
点
に
お
け
る
資
産
の
額
と
し
て
合
理
的
な
予
測
に
基
づ
き
算
出

さ
れ
る
額
は
、
三
号
収
支
分
析
を
行
っ
た
場
合
に
お
け
る
時
価
評
価
し
た
資
産
の
額

さ
れ
る
額
は
、
三
号
収
支
分
析
を
行
っ
た
場
合
に
お
け
る
時
価
評
価
し
た
資
産
の
額

か
ら
共
済
リ
ス
ク
に
相
当
す
る
額
及
び
資
産
運
用
リ
ス
ク
に
相
当
す
る
額
と
し
て
、

か
ら
資
産
運
用
に
係
る
リ
ス
ク
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、

次
の
算
式
に
よ
り
計
算
し
た
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る

た
だ
し

評
価
差
額
金

規

評
価
差
額
金
（
規
則
第
八
十
四
条
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
そ
の
他
有
価
証
券
評

。

、

（

則
第
八
十
四
条
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金
を
い

価
差
額
金
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
が
負
の
場
合
は
、
さ
ら
に
当
該
評
価
差
額
金
に

。

う
。
以
下
同
じ

）
が
負
の
場
合
は
、
さ
ら
に
当
該
評
価
差
額
金
に
係
る
繰
延
税
金

係
る
繰
延
税
金
資
産
（
規
則
第
八
十
一
条
第
三
項
第
一
号
チ
に
規
定
す
る
繰
延
税
金

。

資
産

規
則
第
八
十
一
条
第
三
項
第
一
号
チ
に
規
定
す
る
繰
延
税
金
資
産
を
い
う

資
産
を
い
う

）
の
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

（

。
）

。

の
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

1
4

2
[(

)
(

)
]

R
+

R
+

R
2

2
1/2

備
考

こ
の
算
式
中
次
に
掲
げ
る
記
号
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
お

り
と
す
る
。

一
般
共
済
リ
ス
ク
相
当
額
（
消
費
生
活
協
同
組
合
法
施
行
規
程
（
平
成
二

1R
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
三
十
九
号
。
以
下
「
規
程
」
と
い
う

）
第
四

。

条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
い
う

）。



巨
大
災
害
リ
ス
ク
相
当
額
（
規
程
第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

2R
額
を
い
う

）。

資
産
運
用
リ
ス
ク
相
当
額
（
規
則
第
百
六
十
六
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る

4R
額
を
い
う

）
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
三
号
収
支
分
析
に
関
す
る
確
認
の
基
準
）

（
三
号
収
支
分
析
に
関
す
る
確
認
の
基
準
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
共
済
計
理
人
は
、
組
合
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
運

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
共
済
計
理
人
は
、
組
合
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
運

営
の
方
針
の
変
更
の
う
ち
一
部
又
は
全
部
を
直
ち
に
行
う
の
で
あ
れ
ば
事
業
継
続
基

営
の
方
針
の
変
更
の
う
ち
一
部
又
は
全
部
を
直
ち
に
行
う
の
で
あ
れ
ば
事
業
継
続
基

準
不
足
相
当
額
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
意
見
書
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き

準
不
足
相
当
額
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
意
見
書
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

共
済
契
約
に
お
い
て
引
き
受
け
る
リ
ス
ク
の
保
有
及
び
出
再
に
係
る
方
針
の
見

直
し
（
実
現
可
能
と
判
断
で
き
る
も
の
に
限
る

）。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）


